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Ⅰ はじめに 

 

 サウジアラビアでは、近年も引き続き何者かによる爆弾テロや銃撃事件が年に１度程度

の割合で発生しているほか、イエメンに活動拠点を置くホーシー派によるミサイル・ドロ

ーン攻撃等もこれまで発生しており、十分注意が必要です。 

 また、サウジアラビアにおいて、無用のトラブルに巻き込まれないため、当地の一般治

安事情、交通事情、独特の制度、習慣を考慮に入れて行動することが必要です。 

 この「安全の手引き」は、こうした様々な治安情勢を踏まえ、一般犯罪・交通事故等に

対する基本的な事項と、緊急事態発生時における対応をとりまとめた「緊急事態対処マニ

ュアル」で構成されています。 

 皆さまの安全確保のため、この手引きをお役に立てていただくようお願いします。 

３か月以上滞在される方は、「在留届」を提出をお忘れなく！ 

 サウジアラビアに 3 か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる

在留届電子届出システム（https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html ）を通じて、在サ

ウジアラビア日本国大使館または在ジェッダ国内の各日本国総領事館に「在留届」を提出してくだ

さい。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の 3か月前からオンライ

ン提出が可能です。  

 この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居す

る際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。  

３か月未満の短期滞在の方は、「たびレジ」に登録してください。 

 在留届の提出義務のない 3 か月未満の短期渡航者の方（海外の在留地から第三国への短期渡航

も含む）は、「たびレジ」への登録をお願いします  

（https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html ）。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全

情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、サウジアラビア

で事件や事故、自然災害等が発生し、在サウジアラビア日本国大使館が安否確認を行う際にも利用

されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併

せてご活用ください。  
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Ⅱ 防犯の手引き 

 

１ 基本的な心構え 

 

（１）「自分の身は自分で守る」 

   どんなに安全な地域に住んでいても、事件・事故に巻き込まれる可能性はありま

す。自分と家族の安全は自分達全員で守るとの心構えが極めて重要です。 

 

（２）「予防こそが最良の危機管理」 

   「予防」こそが最良の危機管理であることを認識して、そのために努力を惜しまな

いことが肝要です。 

 

（３）「最悪に備えるも、行動は冷静に」 

   「備えあれば、憂いなし」。常に最悪の事態を想定し、物心両面の準備を万全にし

ておく必要があります。 

 

（４）「安全のための三原則」 

   「目立たない」、「行動のパターン化を避ける」、「用心を怠らない」が海外で安

全に生活するための３原則です。現地の文化、風俗、価値観を十分考慮した上で行動

することが望ましく、「郷に入っては郷に従え」の精神が重要です。 

 

（５）「ネットワークを作る」 

   在留邦人、コンパウンドコミュニティー、職場等様々な形で情報や援助を差しのべ

てくれる個人や組織と安全確保のためのネットワーク作りを心掛けることが大切で

す。 

 

（６）「精神衛生」と「健康管理」 

   「精神」と「健康」のバランスを図ることが重要です。適度な運動等自分なりにリ

ラックスできる方法を見出すことをお勧めします。油断が生じないよう必要な時に緊

張を持続し得るのも、精神と健康のバランスが保たれてこそと言えます。 
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２ 一般治安情勢 

 

（１）一般犯罪発生状況 

   サウジアラビアでは、窃盗などの犯罪行為は宗教教義に反する行為としてイスラム

法（シャリーア）によって、窃盗は手首切断、殺人は斬首刑など厳しい刑罰が科せら

れます。それが抑止効果となって、一般的な治安に関しては欧米諸国に比べて良好で

あると言われています。 

   2023 年サウジアラビア内務省が発表した主要な犯罪は、窃盗、強盗、侵入、殺人、

暴行で、そのほか酒類密造、薬物犯罪、道徳的犯罪も発生しています。 

 

（２）日本人の被害例 

過去の日本人の被害例としては、駐車中の車両における車上狙いが挙げられます。 

   この他、空港での置引き被害、ダウンタウンでの自動車盗難・車上狙い被害、ひっ

たくり被害、タクシーを利用した詐欺・痴漢被害などの被害が発生しています。特に

女性が一人でタクシー等に乗る際はセクハラ・痴漢被害等に十分ご注意ください。 

   最近の事例として、サウジ国内で詐欺被害が増加しています。内容としては銀行職

員を名乗る者からサウジ国内の携帯番号を用いて、口座がテクニカルトラブルにより

凍結される等と述べ、言葉巧みに個人情報を聞き出す手法、ハッカーが SMS のメッセ

ージ等を通じて実際に存在する銀行のロゴやフォームを利用して所有者の情報入力

を求める手法が増えています。なお、銀行発行のキャッシュカード番号の冒頭部分に

ついては、各銀行が共通の番号を付与していますので、仮に電話でカード番号の冒頭

が述べられた場合であっても、先方が顧客の個人情報を承知しているわけではないの

で、これに惑わされることなく、詐欺である可能性を認識し、個人情報の伝達を拒否

することが必要です。銀行以外にも、公的機関・病院等に扮して電話・偽装ＨＰ等に

より個人情報を聞き出す手法が横行しております。少しでも怪しいと感じた場合、一

度電話を切る、もしくはＨＰを閉じる等した後問い合わせ元に直接問い合わせる、信

頼のおける第三者に当該内容の真偽について確認する等行い、個人情報の提供には十

分注意してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

（３）イエメン情勢 

これまで、イエメンのホーシー派によるミサイル・ドローンによる越境攻撃が継続

的に発生しており、2021 年 11 月及び 2022 年 3 月にはジッダの石油関連施設にて火

災を伴う被害が発生しています。また、在サウジアラビア大使館（リヤド）管轄のジ

ャザーン州は、イエメンとの国境地域（危険レベル 3（渡航は止めてください：渡航

中止勧告））から近く、石油関連施設もあり、ホーシー派による攻撃がかつて頻繁に

発生しており、2023 年 9 月 25 日には、サウジアラビア南部の国境地域で活動してい

たバーレーン国防軍への攻撃により 3 名が死亡し複数名が負傷した事案も発生して

います。またホーシー派は 2023 年 10 月以降、イスラエル領土や紅海のイスラエル関

連船舶への攻撃を開始し、現在も同種攻撃を継続、イスラエル軍は 2024 年 7 月にイ

エメン領土への空爆による報復攻撃を行っております。。 

こうした状況を踏まえ、万が一、爆発音等の異常音を聞いた際は、室内では窓際か

ら離れ、破片等が落下する可能性等もありますので、外に見に行かない、屋外にいる

場合には直ちに屋根がある場所に退避する等、安全を確保してください。また、万が

一、怪我等をされた場合は、至急、総領事館にご連絡下さい。また、ジャザーン州及

びその周辺地域にやむを得ず渡航する場合には、十分な安全対策を講じていただくこ

とが不可欠です。また、在サウジ大及び当館への現地の連絡先等の事前の情報共有を

お願いします。 

 

（４）自然災害（主に豪雨）への備え 

例年、11 月から 2月までの期間に降雨が集中しますが、2022 年 11 月には近年に例 

のない豪雨が発生し、市内各所で道路冠水が発生し、交通が麻痺する事態になりまし

た。国立気象センター（NCM）は、大雨警報等の天気関連情報を X（旧ツイッター）ア

カウント等で頻繁に発信しており、特に注意が必要な場合には当館も公式 X アカウン

トや領事メールで注意喚起を行っていますので、こうした情報には注意し、大雨が発

生した際には安全のため不要不急の外出を控える等、慎重な行動を心掛けて下さい。

アンダーパス、高架下などでは短時間で一気に水かさが増すため危険です。また、雨

が止んでも直ちに水は引かず、地盤の沈下や路肩の崩れ、主要幹線道路の通行止めと

いった道路事情の支障が続く可能性がありますので、外出や運転時には十分に注意

し、よく情報収集した上で行動することが大切です。 
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（５）現地風習を尊重する必要性及び違反行為・罰則等 

サウジアラビアの宗教は、イスラム教スンニー派の中でも最も厳格な教義のハンバ

リー派であり、かつてと比べてその厳格さは和らいでいるとはいえ、非ムスリムであ

っても日常生活の様々な局面でその教義や習慣（禁酒等）を尊重することが必要とな

ります（以下３（２）及び４（３）も参照）。トラブルに巻き込まれないためには、

現地の法律を遵守するとともに風俗・習慣を尊重することが必要です。 

サウジ政府観光局公式サイト Visit Saudi にも旅行者への注意事項（違反行為と

罰則（罰金等））が掲載されていますので、御活用下さい。 

https://visitsaudi.com/ja/understand 

一般的に留意すべき事項としては、次のようなものがあります。 

＜一般的な制約の例＞ 

⚫ 豚肉等のイスラム教が禁じている食物、アルコール飲料の摂取、売買、所持、

持ち込み等が厳しく禁じられている。 

⚫ イスラム教的価値観に反する書物、写真、ビデオ等も禁止されている。 

⚫ 1 日 5 回の礼拝（サラー）の時間、礼拝が終わるまでの 40～60 分程度閉鎖す

る商店や小さなレストランはあるが、近年においては、大型スーパーや比較

的規模が大きいレストラン等では営業が継続されている（金曜日の午前中を

除く。）。ガソリンスタンドは、礼拝中は停止するところが多い。礼拝の時間

は、日の出と日の入りの変化に応じ日々変動する。 

⚫ 一般にラマダーン月（断食期間）の間は、夜明けから日没までの日中の飲食

や、喫煙が禁じられる。非ムスリムの外国人であっても、公共の場で違反すれ

ば処罰の対象となる場合もある。また、この期間、日中は一部スーパーの食料

品売り場を除く殆どのレストランや商店が閉店している。 

⚫ イスラム教以外の宗教活動は禁止（聖書を配布した外国人が逮捕された例あ

り）。 

⚫ イスラムの聖地マッカ（メッカ）のイスラム地区にイスラム教徒（ムスリム）

でない方が入域することは違法で処罰の対象となる可能性かあります。 

 

３ テロ情勢 

 

（１）テロ事件の発生傾向と割合等 

サウジアラビアでは、2014 年及び 2015 年に ISIL との関連が疑われるテロ事件が

複数発生したものの、2015 年をピークにサウジアラビア国内におけるテロ事件の発

生数は減少傾向にあります。しかしながら、ジッダでは現在においても、概ね 1 年に

1回程度の割合でテロ事件が発生しています。 

 

 

 

https://visitsaudi.com/ja/understand
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（２）近年におけるテロ事件の概要 

近年においては、2017 年 10 月 7 日にはジッダのサラーム宮殿（王宮）に通じる検

問所において王宮警護隊員 2 名が死亡、3 名が負傷するテロ事件が発生しています。

また、2020 年 10 月、在ジッダ・フランス総領事館前で警備員が刃物を持った男に襲

撃される事案が発生しており、同年 11 月には、非イスラム教墓地での式典で爆発が

発生し、出席者が負傷する事案が発生しました。これらは、フランスにおける預言者

ムハンマドの風刺画問題をめぐる抗議とみられており、これらの事案に対しては、

ISIL が犯行声明を発出しています。また、2021 年 12 月、自動車レース「ダカール・

ラリー」に参加したフランス関係者の車両が爆発する事件がジッダで発生していま

す。2022年にはサウジアラビア国内におけるテロは確認されていませんが、同年 8 月

にジッダ市内で治安当局がテロ容疑による指名手配犯を逮捕しようとした際に、当該

指名手配犯が自ら自爆ベルトを爆発させるという事案が発生しており、同事案によ

り、サウジアラビア国内にイスラム過激主義者が潜伏している可能性が再確認される

結果となりました。 

直近では、2023 年 6 月 28 日、ジッダ市内のアル・ムハマディーヤ地区に所在する

在ジッダ米国総領事館近くで銃撃事件が発生し、米国総領事館警備員１名が死亡して

います。 

 

（３）テロ事件に対する備えと心構え 

サウジアラビアにおいては、これまでのところ、日本人及び日本権益に対する具体

的脅威に関する情報には接していませんが、このような事案が生じていることも踏ま

え、テロや不測の事態に巻き込まれることがないよう、海外安全ホームページや報道

等により最新の治安情報の入手に努め、状況に応じて適切で十分な安全対策を講じる

よう心掛けてください。特に、大きな音や不審な状況を察知したら、自宅に留まる、

屋外にいる場合には現場に近づくことなく速やかにその場を離れるなど、安全確保に

留意してください。      
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４ 防犯対策等 

 

犯罪被害に遭わないためには「自分の身は自分で守る」との心構えを持ち、最新の治安情報収

集に努める、危険な場所には近づかない、多額の現金・貴重品は持ち歩かない、見知らぬ人物を

安易に信用せずに警戒するなど、常に防犯を意識した行動を取ることが重要です。犯罪被害状況

および防犯対策は、次のとおりです。  

 

（１）窃盗 

   過去、サウジアラビア国内で日本人が被害者となった一般犯罪はほとんどが窃盗で

す。車上狙い被害や自動車盗については、路上や道路に面している駐車スペースへ駐

車した車両が被害に遭うケースが多く、また、レストラン等に駐車した際には夕刻か

ら夜間の礼拝時間で店舗の人の出入りや通行人が少なくなる時間帯に発生していま

す。従って、警備員のいる管理された駐車場や人通りが多く明るい駐車スペースに駐

車すること、車内に荷物を置かないことを心掛けてください。市内のカーショップで

設置できる車両盗難防止アラームシステムは、設置を表示する点灯ライトやシールが

あり、車上狙いに対しても防犯効果があります。 

   また、街中ではあっても、夜間人通りの少ない路上でひったくりに遭遇する被害も

発生しておりますので、身辺には気を配る必要があります。 

   空き巣、事務所荒らし等については、外国人居住コンパウンド内であっても施錠を

怠らないこと、自宅や事務所の周りを整理・整頓しておくこと、錠や扉を強化するな

ど防犯対策が必要です。 

    

（２）銃器犯罪 

   サウジアラビアでの銃器所持は許可制ですが、無許可の銃が社会で広く出回ってお

り、違法銃器が強盗等の犯罪に利用されるケースが散見されます。銃器を使用した犯

罪に万一遭遇した場合には、身体の安全を第一に考えて、可能な限り抵抗は避け金品

を与えるなど犯人がその場から立ち去るよう冷静な行動を心掛けることが肝要です。 

 

（３）女性の注意事項 

   かつては大きく制限されていた女性の生活は、外国人女性については緩和されてお

り、体を覆うアバーヤ（黒い布製の薄いガウンで、肩から洋服の上に羽織るもの）を

着用することが規則上の義務とはされていません。ただし、無用なトラブルを避ける

ため、特に女性一人で外出する場合などには、必要に応じてアバーヤを着用すること

は奨励されます。特に、ショッピングモール等において外国人女性が身体を触られる

事案も発生していますので、注意が必要です。 
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（４）夜型社会であることに伴う防犯 

   サウジアラビアは、過酷な気象条件等の理由から夜型社会であり、主要幹線道路沿

いの大型店舗等は、一日最後の礼拝時間以降は大勢の客で賑わいます。特に週末は大

変な混雑となり、店舗駐車場内での若者による暴走や喧嘩口論等、混乱した状況にな

る場合も見られ、夜間外出する際には、周辺の状況等に注意する必要があります。 

 

（５）写真撮影に関する注意 

   過去に、邦人が許可を得ることなく空港、治安関連施設、発電所、石油関連施設を

写真撮影することによって治安当局に一時的に身柄を拘束される事案が発生しまし

た。官公庁などの政府施設や工業施設に限らず、空港、軍事施設、港湾施設などの重

要防護対象になっている施設は一般的に写真撮影が禁止になっている一方で、重要施

設の基準は明文化されておらず、曖昧であること、また、このような施設の存在自体

が特に外国人にはわかりにくいことを念頭におき、慎重に行動するよう心掛けてくだ

さい。 

 

（６）詐欺犯罪に対する注意 

   当地の政府関係者や銀行職員が、携帯電話等で暗証番号その他の個人情報を照会す

ることはありません。見知らぬ人物からの要請や不自然なメッセージ（ＳＭＳのメッ

セージ等を含む。）等の指示に応じて銀行情報等を提供しないようにご注意ください。

内務省関係者を名乗る場合もありますが、動揺することなく、落ち着いて行動してく

ださい。 

 

（７）ミサイル、ドローン攻撃等 

   爆発音等の異常音を聞いた際には、室内では窓際から離れる、また、破片等が落下

する可能性もありますので、外には見に行かない、屋外にいる場合は屋内に避難する

等、安全を確保するとともに、ＴＶ、インターネット、ＳＮＳ等で最新情報の収集に

努めてください。万が一、怪我等をされた場合は、至急総領事館に連絡してください。 

 

５ 交通事情と事故対策 

 

（１）交通事故発生状況  

   サウジアラビアでは、交通事故の多発が社会問題となっており、運転中の携帯電話

の使用禁止、シートベルトの着用義務化、交通法規の罰金・罰則の強化、減点方式の

採用等交通事故抑止の対策を講じています。また、交通事故の主な原因として、信号

無視、無謀なＵターン、速度超過、急停止、運転中に携帯電話を使用するなどの脇見

運転となっています。 

 

 



12 

 

（２）交通事故の予防 

   サウジアラビア当局が各種取締りを実施し、また、高速道路、街路等の交通施設が

整備されているにもかかわらず、交通事故の発生率が高い要因の一つとして、交通教

育が十分に徹底されていないことが挙げられています。スピード違反、信号無視、急

な進路変更等は日常茶飯事であり、自身が法規を守って運転するのはもちろんのこ

と、シートベルトを必ず着用し、十分な車間距離を保つとともに、常に前後左右の車

両の動きを注視し、防衛運転に努めてください。 

 

（３）交通事故に巻き込まれた場合の注意事項 

   不幸にして交通事故の当事者となった場合、事故を起こした車両は渋滞等のいかな

る状況下であろうとも、Najm for Insurance Services Company（Najm）又は交通警

察に連絡して Najm 又は交通警察が現場に到着するまで基本的に衝突した状態から車

を移動できないとされています。車を移動した場合、過失割合認定の際に不利になる

ことがあります。また、事故処理担当者はほとんど英語を解さないため、Najm に通

報すると同時に、アラビア語を解するスタッフを呼ぶことで、事故処理がスムーズに

行えますし、こちら側の主張も述べることができます。 

 

（４）サウジアラビアの交通死亡事故抑止対策 

     交通死亡事故が多発している現在、サウジ政府の交通死亡事故抑止対策が強化され

て、定期的に夜間取締り等を実施しています。交通違反の態様は基本的に欧米と同じ

ですが、特徴として 

    ・取締りは、警察官の裁量に委ねられる場合が多い 

    ・違反をした場合、身柄を拘束されるケースが多い 

等が挙げられます。 

   また、サウジアラビア交通当局は、覆面パトカーによる交通違反取締りの強化だけ

でなく、2010 年から「サーヘル(Saher)」と呼ばれる交通監視システムの運用を開始

しており、主要幹線道路や主要交差点に固定式・移動式監視カメラを設置するなどし

て速度超過や信号無視等を取り締まり、交通事故抑止対策の強化を実施しています。

現在、交通違反の罰金額の変更や、運転中のシートベルト非装着や携帯電話保持違反

の監視カメラによる取締りが実施されています。 

 

（５）女性の運転解禁 

   サウジアラビアでは、2018 年 6 月 24 日から女性の運転が許可され、実際に女性の

運転は一般的となっています。 
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Ⅲ 在留邦人用緊急事態対処マニュアル 

 

１ 緊急事態とは 

  このマニュアルにおける「緊急事態」とは、在留邦人の生命、身体、財産に対する脅

威を及ぼすおそれがあると認められる各種事案を想定しています。 

  ※例：テロ、誘拐、政変・騒乱、大規模事故、他国からの軍事的脅威 

 

２ 予防的行動と普段の心構え・準備 

  緊急事態は意図せず遭遇するものではありますが、まず、安全に配意した予防的行動

を心がけ、自ら緊急事態を避けるようにしてください。また、不幸にして緊急事態に巻

き込まれたときに重要となるのは、普段の心構えと準備です。平素から次の点にご注意

ください。 

 

（１）予防的行動 

  ア 毎日のルーティンを変える 

    テロに狙われにくくするため、出勤コース等の日常行動パターンを意識的に変え

る。 

  イ 目立つ行動をしない 

    可能な限り、大勢の人が集まる行事等への参加を控えて目立つ行動をしないよう

心掛ける。 

  ウ 安全に配意した外出を 

    テロリストが狙いそうな欧米人が集まるショッピングセンターや娯楽イベント、

治安情報が発出されている場所にはできる限り近づかない。また、外出の時間帯、

滞在時間を検討する。 

  エ 不要な外出を極力控える 

    特に夜間帯は外出を避ける。 

  オ 自動車の安全対策を行う 

  （ア）管理された駐車場への駐車 

     警備員等により管理されている駐車場に駐車する。管理されていない場合、人

通りが多く明るくて人目に付く場所に駐車する。 

  （イ）車体の確認 

     車体の姿勢や、車体の底部・ボンネット等に不審点がないか確認する。通常の

状態を常に把握しておくことがポイント。少しでも違和感のある場合は、乗車し

ないでください。 

  （ウ）貴重品の確実な持ち出し 

     車から離れるときなど、車内にバッグや携帯電話等、窃盗の被害の対象となり

そうな物を置かない。 
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  カ 不審物件への注意 

    爆発物等の不審物件が置かれないように自宅やオフィスの整理整頓に努め、不審

物件を発見した場合には、「触らず、動かさず、蹴飛ばさず」といった基本原則を

守りつつ、管理者又は警備員に連絡してください。また、不審な郵便物にも同様に

注意を払ってください。 

  キ 携帯電話を常に携行する 

    有事の際の通信手段として、外出時は携帯電話等を携行し、警察や会社、知人等

に直ちに連絡できる体制を整えておいてください。 

 

（２）平素の準備と心構え 

  ア 連絡体制 

  （ア）在留届の提出 

 ３か月以上滞在される方は、必ず総領事館に在留届を提出してください。 

     また、住所、電話番号などの記載事項の変更や帰国、転勤の際にも必ず 

帰国届、変更届を提出してください。 

  （イ）連絡体制の整備 

     それぞれの組織内で、緊急連絡網を整備してください。出張者等短期渡航者が

いる組織については、当該短期渡航者の連絡先を確実に把握してください。また、

各人が自分の上位連絡先を日頃から確認してください。 

   （ウ）緊急時連絡先の総領事館への登録 

     在留届で登録いただいた連絡先が不通であったり、その他当地滞在中の連絡先

電話番号が不明であったりする場合には、緊急時の確実な連絡に支障が生じる恐

れがありますので、現地電話番号の取得時、変更時等には必ず御連絡をお願いい

たします。必要に応じ、当館から個別に照会をさせていただくことがありますの

で、御協力をお願いいたします。 

  イ 情報収集 

    治安情報に関しては、平素から一斉メールで送信している「領事メール」により

情報提供を行っておりますが、在留邦人の皆様におかれましても、次の手段等によ

り、各種情報の入手に努めてください。また、特異な情報については、総領事館へ

の提供をお願いいたします。 

  （ア）報道等 

     新聞、テレビ、ラジオ、インターネット報道のほか、海外安全ホームページ

（https://www.anzen.mofa.go.jp)においても情報を入手することができます。 

     なお、サウジアラビア国内で発生した事案でも、時差の関係等で日本国内の報

道が先行することもあります。 

  （イ）ローカル情報 

     地元の知人や社員、コンパウンドの警備員などからの情報収集も有益です。 
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  ウ 一時避難場所の選定 

    緊急事態が発生した又はそのおそれがある場合の一時避難場所となるホテル等

を予め複数選定しておいてください。一概には言えませんが、ホテルを選定する場

合には、欧米系ホテルはテロのターゲットになる可能性もあるので、地元の目立た

ないホテル等をお勧めします。 

  エ 緊急避難場所（総領事館）へのルート 

    緊急事態が発生した際には、緊急避難場所として総領事館を指定する場合があり

ます。道路封鎖や交通渋滞等に備え複数のルートを検討してください。 

  オ 緊急事態用携行品の準備 

    緊急事態に備え、いつでも避難できるように、現金、イカーマ（滞在許可証）、

旅券（パスポート）、クレジットカード、携帯電話等を常時準備しておいてくださ

い。 

    手引き末尾の「緊急事態に備えてのチェックリスト」も活用してください。 

 

（３）テロ等に備えて 

  ア 避難部屋の検討 

住居や会社の中で緊急事態発生時に一時的に避難する部屋を選定してください。 

    また、緊急事態携行品と履物を避難部屋に置くことをお勧めします。 

    ※ 避難部屋選定の目安 

      ・道路から離れているか 

      ・十分に強固か 

      ・すぐに逃げ込める部屋か 

      ・窓ガラス等危険なものはないか等 

  イ 不審な動向があった場合 

    発砲らしき音を聞いた、外の様子がおかしいなど、不審な動向を覚知した場合に

は、避難部屋等に逃げ込み携帯電話等で警備室等に連絡を取るなどして外の状況を

確認してください。不審な動向を覚知したからといって、むやみに戸外に出るなど

して自分の目で確認しようとすることにより、より危険な目に遭う場合があります

ので、注意してください。 

  ウ テロの手口 

    テロの手口は、車両爆破テロのみではありません。小銃による射撃、刃物による

攻撃、自動車による衝突、誘拐など様々な可能性があります。あらゆる事案を想定

してください。 
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  エ 個人でのイメージトレーニング又はシミュレーション 

    各家庭によって状況が異なりますので、それぞれの実情に合わせ、具体的に事案

を想定して、事案が発生した際にどのように行動するかイメージトレーニング又は

シミュレーションを行ってください。具体的にイメージすることにより、安全対策

の問題点が見えてきます。また、トレーニングにより緊急事態が発生した際のパニ

ックを防ぐことができます。 

    ※ 例：自宅で発砲らしき音を聞いた 

         →家族を集めて避難部屋へ逃げ込む 

          →毛布をかぶる 

           →警備室に連絡 

            →近隣との連携 

             →総領事館に確認 

              →状況の把握 

               →避難 

  オ 自宅コンパウンド・自社オフィス管理者との緊急対応の確認 

    安全対策、緊急避難等に関する管理者の考えや計画を十分把握してください。 

    また、管理者の安全対策に不十分な点があれば改善を申し入れるなどの措置をと

ってください。必要があれば当館に相談してください。 

 

（４）テロ等発生時の措置 

  ア 避難 

    住居やオフィスの中の緊急避難部屋に一旦避難し、その後屋外の安全が確認され

てから外部に避難してください。また、ショッピングセンター等外出時に事件に遭

遇した場合には速やかにその場所から避難してください。警察、警備員等の誘導が

あればそれに従ってください。 

  イ 当館への連絡 

    テロの発生を認知した場合には、当館による安否確認の依頼に協力願います。 

    テロが発生した場合、当館は在留邦人の方々の安否確認を緊急領事メール等によ

り行います。特に必要な場合には、御家族を含むお一人お一人の安否について、総

領事館への確認結果の連絡をお願いしますので、御協力をお願いします。 

    テロが発生した際、被害に遭わなかったために、安心して連絡を忘れてしまい、

結果として安否確認ができなくなる場合がありますので注意してください。 

  ウ 企業内及び近隣邦人との連携 

    お勤めの会社・団体内、そして近隣に住む邦人の方々と緊密に連絡を取りあって

ください。連絡を取ることにより情報を共有できるほか、身近な邦人の方の存在に

より安心し冷静になれます。また、お互いに安否を確認することにより被害者の早

期発見につながります。 

  エ 自宅コンパウンド、自社オフィスの管理者、警備員との連絡 

    何が起きたのか、どのような対応が必要かなど、可能であれば管理者や警備員に

確認してください。 
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  オ 流言、デマに注意 

    テロ発生時には、様々な流言やデマが飛び交うので、情報を取捨選択し冷静に対

応してください。 

  カ 被害に遭われた場合 

    当館館員が赴き必要な保護対策を講じますので、直接当館に連絡してください。

また、負傷された場合など、直接自分で連絡できないときには、病院関係者等に総

領事館への連絡を依頼してください。 

 

３ 緊急事態発生時の取組 

 

（１）緊急事態対策本部の設置 

緊急事態が発生した場合、総領事館は、必要に応じ館内に対策本部を設置します。

同対策本部は、日本人会と協力して在留邦人の生命、身体、財産の保護に資する諸活

動を実施します。 

 

（２）安否確認 

緊急事態発生時、安否確認を行います。被害者有無の確認は在留邦人保護対策の出

発点です。在留邦人の皆様におかれましては、緊急事態発生を認知した場合には安否

確認への協力をお願いいたします。当館では、緊急事態発生を想定し、必要に応じ在

留邦人安否確認訓練を実施しています。 

 

（３）各種情報提供 

   緊急時電話連絡網、領事メール、ウェブサイトなどを通じ、各種情報提供を行いま

す。 

 

（４）邦人被害者の保護対策 

   邦人の方が被害に遭われた場合、当館館員が自宅、現場、病院等必要な場所に赴き

各種保護対策を講じます。 

 

（５）各種勧告 

   緊急事態の態様に応じて、在留邦人の皆様の安全確保のため必要かつ適切であると

認められる場合、自宅待機勧告、退避勧告などを発出します。 

 

（６）緊急避難場所 

   緊急事態が発生した場合には、緊急避難場所として総領事館を指定する場合があり

ます。 

   なお、当館が避難場所として適切でないと判断した場合には別の場所を指定するこ

とがあります。 
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参考１ 緊急事態に備えてのチェックリスト 

□（１）在留届・変更届の提出：住所や電話番号の変更、転勤（帰国）の届出。 

□（２）所在の明確化：家族、同僚等に常に所在を伝える。 

□（３）連絡方法の確認：企業内、家族間で緊急時の連絡方法について確認。 

□（４）連絡網の確認：「連絡網」等の常備、管理。 

□（５）通信手段の確保：携帯電話等の通信手段の確保。 

□（６）旅券、査証等： 

   □旅券の有効期限は十分か。 

    ※ 旅券については、常時６か月以上の残存有効期間があることを確認しておいてください。

６か月以下の場合には旅券切替発給を申請してください。 

   □旅券の最終ページの所持人記載欄に記載があるか。(特に、下段に血液型（blood type）につ

き記入しておくと有用です。） 

   □旅券の増補の必要性はないか。余白のページは十分か。 
   □当国査証の有効期限は十分か。（ヒジュラ暦に注意。） 

   □イカーマの有効期限は十分か。（ヒジュラ暦に注意。） 

   □旅券の身分事項（当国発給の査証欄を含む。）、イカーマの写し 

   □旅券等再発給に備えた予備の写真 

□（７）現金等の貴重品の保管 

   □現金（米ドル、ユーロ等外貨を含む。ただし、当国の場合６万サウジリヤール相当以上の現

金・貴金属を所持する場合は、申告が義務づけられています。） 

   □クレジットカード 

□（８）自動車の整備と燃料の補給等 
   □燃料    □タイヤのエア   □オイル   □バッテリー液 
   □当国発給の自動車運転免許証の有効期限は十分か。 

   □当国自動車登録証（エスティマーラ）の有効期限は十分か。 

   □自動車保険の加入の有無。有効期限は十分か。 
□（９）携行品の用意 

   □携帯電話（充電器、予備バッテリー、車両用のシガーライター対応型充電器、充電用ＵＳＢ

コード） 

   □着替えのための衣類（活動しやすく、殊更に人目を引かず華美でない服。冬場も想定し、 

長袖、長ズボン、毛布等。） 

   □履物（行動に便利で靴底の厚い頑丈なもの） 
   □非常用食料、飲料水等 

    ※ しばらく自宅待機する場合をも想定し、家族全員が１０日間程度生活できる量の米、調味

料、缶詰類、インスタント食品、粉ミルク等の保存食及びミネラルウォーターを準備して

おくことをお勧めします。 

   □医薬品（常備薬等） 
   □日用雑貨（懐中電灯、洗面用具、タオル、ティッシュ、紙おむつ等） 
   □海外旅行傷害保険関係書類 
   □ラジオ（電池式が望ましい） 

    ※ 緊急事態発生時、ペットを連れた避難は大変困難です（特に、自衛隊機による退避の場

合、盲導犬を除き、ペットの帯同は不可）。ペットを飼っている方は、公共交通機関が動

いているうちに早めに退避するか、現地の方に託すなどの対応をお願いいたします。 
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参考２ 主要連絡先等 

 

１ 日本政府関連 

 

（１）在ジッダ日本国総領事館 

    ＨＰ：https://www.jeddah.ksa.emb-japan.go.jp/j/index.htm 

  メールアドレス：cgjapan@je.mofa.go.jp 

    電 話：０１２－６６７－０６７６ 

    ＦＡＸ：０１２－６６７－０３７３ 

 

（２）在サウジアラビア日本国大使館 

    ＨＰ：https://www.ksa.emb-japan.go.jp/j/index.htm 

    メールアドレス：consular-sec@rd.mofa.go.jp 

    電 話：０１１－４８８－１１００ 

    ＦＡＸ：０１１－４８８－０１８９ 

 

（３）外務省領事局海外領事サービスセンター（海外安全相談班） 

      ＋８１－３－３５８０－３３１１（内線：２９０２、２９０３） 

 

（４）外務省海外安全ホームページ 

    ＨＰ：https://www.anzen.mofa.go.jp/ 

 

２ 現地警察・消防等 

 

  警察     ９９９ 

    火災     ９９８ 

  救急     ９９７ 

  高速道路警察  ９９６（郊外の高速道路を管轄） 

  交通警察   ９９３ 

  内務省統合治安オペレーションセンター ９１１ 

 

 

https://www.jeddah.ksa.emb-japan.go.jp/j/index.htm
mailto:cgjapan@je.mofa.go.jp
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